
◇
田
原
本
町
非
常
勤
消
防
団
員
に
係
る
退

職
報
償
金
の
支
給
に
関
す
る
条
例

◇
田
原
本
町
消
防
賞
じ
ゅ
つ
金
及
び
殉
職

者
特
別
賞
じ
ゅ
つ
金
条
例

◇
田
原
本
町
準
用
河
川
に
係
る
河
川
管
理

施
設
等
の
構
造
の
技
術
的
基
準
を
定
め

る
条
例

◇
田
原
本
町
立
体
育
館
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

◇
田
原
本
町
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

◇
田
原
本
町
議
会
の
議
員
の
定
数
を
定
め

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

◇
田
原
本
町
土
地
開
発
基
金
条
例
を
廃
止

す
る
条
例

予
算
の
補
正

◇
平
成
24
年
度
田
原
本
町
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
7
号
）

◇
平
成
24
年
度
田
原
本
町
公
共
下
水

道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

2
号
）

◇
平
成
24
年
度
田
原
本
町
介
護
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
2
号
）

平
成
25
年
度
の
予
算

◇
平
成
25
年
度
田
原
本
町
一
般
会
計
予
算

◇
平
成
25
年
度
田
原
本
町
国
民
健
康
保
険

特
別
会
計
予
算

◇
平
成
25
年
度
田
原
本
町
住
宅
新
築
資
金

等
貸
付
事
業
特
別
会
計
予
算

◇
平
成
25
年
度
田
原
本
町
公
共
下
水
道
事

業
特
別
会
計
予
算

◇
平
成
25
年
度
田
原
本
町
後
期
高
齢
者
医

療
特
別
会
計
予
算

◇
平
成
25
年
度
田
原
本
町
介
護
保
険
特
別

会
計
予
算

◇
平
成
25
年
度
磯
城
郡
介
護
認
定
審
査
会

共
同
設
置
特
別
会
計
予
算

◇
平
成
25
年
度
田
原
本
町
水
道
事
業
会
計

予
算

人
事

◇
教
育
委
員
会
の
委
員
の
任
命
に
つ
き
議

会
の
同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

そ
の
他

◇
権
利
の
放
棄
に
つ
い
て

◇
磯
城
郡
障
害
認
定
審
査
会
共
同
設
置
規

約
の
変
更
に
つ
い
て

予
算
審
査
特
別
委
員
会

委
員
長　

辻
一
夫

副
委
員
長　

森
井
基
容

委
員　

𠮷
田
容
工
、
竹
邑
利
文
、
西
川
六

男
、
古
立
憲
昭
、
永
井
満
智
男

議
決
事
項

　

会
期
中
に
審
議
、
議
決
さ
れ
た
議
案
は

次
の
と
お
り
で
す
。

可
決
さ
れ
た
議
案

条
例
の
制
定
・
改
正
・
廃
止

◇
田
原
本
町
消
防
団
条
例

◇
田
原
本
町
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償

条
例

◇
磯
城
郡
介
護
認
定
審
査
会
共
同
設
置
規

約
の
変
更
に
つ
い
て　

◇
天
理
市
、
山
添
村
、
川
西
町
、
三
宅
町

及
び
田
原
本
町
一
般
廃
棄
物
の
処
理
事

務
委
託
に
関
す
る
規
約
の
変
更
に
つ
い

て否
決
さ
れ
た
議
案

意
見
書
の
提
出

◇
「
慰
安
婦
」
問
題
に
関
す
る
意
見
書

◇
年
金
２
・
５
％
削
減
中
止
を
求
め
る
意

見
書

一
般
質
問

　

３
月
５
日
に
は
一
般
質
問
が
行
わ
れ
、

５
人
が
町
政
全
般
に
つ
い
て
理
事
者
の
考

え
を
た
だ
し
ま
し
た
。

一
般
質
問
さ
れ
た
議
員 

　

竹
邑
利
文
（
無
所
属
）

　

西
川
六
男
（
無
所
属
）

　

森
良
子
（
日
本
共
産
党
）

　

𠮷
田
容
工
（
日
本
共
産
党
）

　

松
本
美
也
子
（
公
明
党
）

　

平
成
25
年
田
原
本
町
議
会
「
第
1
回
定
例
会
」
が
３
月
４
日
～
14
日
の
11
日
間
の
日
程

で
開
か
れ
、
平
成
25
年
度
一
般
会
計
予
算
を
は
じ
め
と
す
る
予
算
案
な
ど
27
議
案
が
審
議

さ
れ
ま
し
た
。
開
会
日
の
3
月
4
日
に
は
寺
田
町
長
の
提
出
議
案
に
つ
い
て
の
説
明
が
行

わ
れ
、同
日
に
設
置
さ
れ
た
予
算
審
査
特
別
委
員
会
（
委
員
に
つ
い
て
は
左
記
の
と
お
り
）

で
、
付
託
さ
れ
た
議
案
の
審
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
会
期
中
、
そ
の
他
各
議
案
に
つ
い
て
も
慎
重
に
審
議
が
行
わ
れ
、
3
月
14
日

に
閉
会
し
ま
し
た
。

議 会 だ よ り 平成 25 年第 1 回定例会
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▲提出議案の説明をする寺田町長

　会期中、全員協議会が開かれ、
議員定数について協議が行われま
した。
　議員定数については、これまで
賛成・反対両方の意見がありまし
た。今回の協議では、住民から定
数削減を求める意見が寄せられて
いることや、近隣自治体で定数が
削減されていることを踏まえ、「議
員定数を削減すると同時に議会改
革全般に積極的に取り組んでいく
ことが必要」などの意見が過半数
を占めました。
　最終的に、人口規模などから議
員定数を 2人削減することを決
定し、条例改正案が本会議で可決
されました。この改正で、議員定
数は 14人となり、次回行われる
町議会議員一般選挙から施行され
ます。

議員定数を
16 人から 14 人へ削減
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